
附
属
書
三－

Ａ

品
目
別
原
産
地
規
則
の
注
釈

注
釈
一

一
般
原
則

１

こ
の
附
属
書
は
、
第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
附
属
書
三－

Ｂ
に
定
め
る
関
連
す
る
要
件
に
関
す
る
通
則
を
定
め
る
。

(c)

２

こ
の
附
属
書
及
び
附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
の
適
用
上
、
産
品
を
第
三
・
二
条
１

の
規
定
に
基
づ
く
原
産
品
と
す
る
た
め

(c)

の
要
件
は
、
関
税
分
類
の
変
更
、
生
産
工
程
、
非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
、
最
小
限
の
域
内

原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
又
は
こ
の
附
属
書
及
び
附
属
書
三－

Ｂ
に
定
め
る
他
の
要
件
と
す
る
。

３

品
目
別
原
産
地
規
則
に
お
け
る
重
量
と
は
、
材
料
又
は
産
品
の
正
味
重
量
を
い
い
、
包
装
の
重
量
を
含
ま
な
い
。

４

こ
の
附
属
書
、
附
属
書
三－

Ｂ
及
び
附
属
書
三－

Ｃ
に
お
け
る
記
載
は
、
二
千
十
七
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ

ス
テ
ム
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

注
釈
二

附
属
書
三－

Ｂ
の
構
成

１

部
又
は
類
の
注
は
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
関
連
す
る
部
、
類
、
項
又
は
号
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に
照
ら
し
て
解
釈

さ
れ
る
。
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２

附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
各
品
目
別
原
産
地
規
則
は
、
同
表
一
欄
に
掲
げ
る
対
応
す
る
産
品
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

３

一
の
産
品
は
、
二
以
上
の
選
択
的
な
品
目
別
原
産
地
規
則
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
品
目
別
原

産
地
規
則
を
満
た
す
と
き
は
、
原
産
品
と
す
る
。
一
の
産
品
は
、
複
数
の
要
件
を
含
む
品
目
別
原
産
地
規
則
の
対
象
と
な
る

場
合
に
は
、
当
該
複
数
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
の
み
原
産
品
と
す
る
。

４

こ
の
附
属
書
及
び
附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
の
適
用
上
、

「
類
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
二
桁
を
い
う
。

(a)

「
項
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
四
桁
を
い
う
。

(b)

「
部
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
部
を
い
う
。

(c)

「
号
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
六
桁
を
い
う
。

(d)
５

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、
次
の
略
号
を
適
用
す
る
。(

注
）

注

関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
が
特
定
の
複
数
の
類
、
項
又
は
号
か
ら
の
変
更
に
つ
い
て
除
外
を
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
類
、
項
又
は
号
の
非
原
産
材

料
は
、
単
独
又
は
共
同
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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「
Ｃ
Ｃ
」
と
は
、
い
ず
れ
か
の
類
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
当
該
類
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
か
ら
生

(a)
産
さ
れ
た
産
品
が
該
当
す
る
類
を
含
ま
な
い
。
）
又
は
当
該
産
品
が
該
当
す
る
類
、
項
若
し
く
は
号
へ
の
当
該
非
原
産
材

料
が
該
当
す
る
他
の
類
か
ら
の
変
更
を
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産

材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
二
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
変
更
（
す
な
わ
ち
、
類
の
変
更
）
が
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
Ｃ
Ｔ
Ｈ
」
と
は
、
い
ず
れ
か
の
項
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
当
該
項
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
か
ら

(b)
生
産
さ
れ
た
産
品
が
該
当
す
る
項
を
含
ま
な
い
。
）
又
は
当
該
産
品
が
該
当
す
る
類
、
項
若
し
く
は
号
へ
の
当
該
非
原
産

材
料
が
該
当
す
る
他
の
項
か
ら
の
変
更
を
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原

産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
四
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
変
更
（
す
な
わ
ち
、
項
の
変
更
）
が
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
」
と
は
、
い
ず
れ
か
の
号
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
当
該
号
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
か

(c)
ら
生
産
さ
れ
た
産
品
が
該
当
す
る
号
を
含
ま
な
い
。
）
又
は
当
該
産
品
が
該
当
す
る
類
、
項
若
し
く
は
号
へ
の
当
該
非
原

産
材
料
が
該
当
す
る
他
の
号
か
ら
の
変
更
を
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
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原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
六
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
変
更
（
す
な
わ
ち
、
号
の
変
更
）
が

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

注
釈
三

附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
の
適
用

１

原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
取
得
し
た
産
品
で
あ
っ
て
、
他
の
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
に
関
す
る
第
三
・

二
条
３
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
格
を
取
得
し
た
産
品
が
使
用
さ
れ
る
締
約
国
に
お
け
る
同
一
の
工
場
内
で
当
該
資
格

を
取
得
し
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
適
用
す
る
。

２

一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
特
定
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め
る
場
合
又
は
特
定
の
非
原
産
材

料
の
価
額
若
し
く
は
重
量
が
特
定
の
閾
値
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
統
一
シ

い
き

ス
テ
ム
の
他
の
番
号
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
産
品
が
特
定
の
材
料
か
ら
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
場
合
に
は
、
こ
の

要
件
は
、
固
有
の
性
質
上
の
理
由
か
ら
こ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
他
の
材
料
の
使
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

４

完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
に
関
し
、
第
三
・
五
条
２
の
規
定
の
適
用
上
、
同
条
６
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と

し
て
、
一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
産
品
が
完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
か
ら
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
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場
合
に
お
い
て
、
欧
州
連
合
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
は
、
附
属
書
三－

Ｃ
に
特
定
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
類
及
び

項
に
分
類
さ
れ
る
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
と
き
は
、
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
と
み
な
す
。
こ

の
４
の
規
定
の
適
用
上
、
材
料
が
欧
州
連
合
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
第
三
・
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

注
釈
四

非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
及
び
最
小
限
の
域
内
原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ

く
も
の
）
の
算
定

定
義

１

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、

「
課
税
価
額
」
と
は
、
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
第
七
条
の
実
施
に
関
す
る
協
定
に

(a)
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
価
額
を
い
う
。

「
Ｅ
Ｘ
Ｗ
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
を
い
う
。

(b)

最
後
の
作
業
又
は
加
工
を
行
っ
た
製
造
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
又
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
産
品
の
工
場
渡
し
の
価

(i)
額
。
た
だ
し
、
当
該
価
額
に
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
材
料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
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て
の
費
用
か
ら
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
得
る
内
国
税
を
減
じ
た
額
を
含
む
。

支
払
わ
れ
た
若
し
く
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
価
額
が
な
い
場
合
又
は
実
際
に
支
払
わ
れ
た
価
額
が
産
品
の
生
産
に
関
連

(ii)
す
る
全
て
の
費
用
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
実
際
に
要
し
た
も
の
を
反
映
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
輸

出
締
約
国
に
お
け
る
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
材
料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
て
の
費
用
。

当
該
費
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

販
売
費
、
一
般
管
理
費
及
び
当
該
産
品
に
合
理
的
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
を
含
む
。

(A)

当
該
産
品
を
輸
送
す
る
た
め
に
要
し
た
運
賃
、
保
険
料
及
び
他
の
全
て
の
費
用
並
び
に
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る

(B)
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
得
る
輸
出
締
約
国
の
内
国
税
を
除
く
。

「
Ｆ
Ｏ
Ｂ
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
を
い
う
。

(c)

産
品
の
売
手
に
支
払
わ
れ
た
又
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
当
該
産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
（
輸
送
の
方
法
を
問
わ
な

(i)
い
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
価
額
に
は
、
当
該
産
品
の
生
産
及
び
締
約
国
の
輸
出
港
へ
の
輸
送
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全

て
の
材
料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
て
の
費
用
か
ら
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ

れ
得
る
内
国
税
を
減
じ
た
額
を
含
む
。
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支
払
わ
れ
た
若
し
く
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
価
額
が
な
い
場
合
又
は
実
際
に
支
払
わ
れ
た
価
額
が
産
品
の
生
産
に
関
連

(ii)
す
る
全
て
の
費
用
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
実
際
に
要
し
た
も
の
を
反
映
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
輸

出
締
約
国
に
お
け
る
当
該
産
品
の
生
産
及
び
当
該
輸
出
締
約
国
の
輸
出
港
へ
の
輸
送
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
材

料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
て
の
費
用
。
当
該
費
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

販
売
費
、
一
般
管
理
費
、
当
該
産
品
に
合
理
的
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
、
運
賃
及
び
保
険
料
を
含

(A)
む
。当

該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
得
る
輸
出
締
約
国
の
内
国
税
を
除
く
。

(B)「
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
」
と
は
、
百
分
率
で
表
示
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
を
い

(d)
う
。「

Ｒ
Ｖ
Ｃ
」
と
は
、
百
分
率
で
表
示
さ
れ
る
産
品
の
最
小
限
の
域
内
原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
を
い
う
。

(e)

「
Ｖ
Ｎ
Ｍ
」
と
は
、
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
の
価
額
（
輸
入
の
時
の
当
該
非
原
産
材
料
の
課

(f)
税
価
額
）
を
い
い
、
当
該
産
品
の
生
産
者
が
所
在
す
る
締
約
国
の
輸
入
港
へ
の
輸
送
に
お
い
て
要
し
た
運
賃
、
適
当
な
場

合
に
は
保
険
料
、
こ
ん
包
費
及
び
他
の
全
て
の
費
用
を
含
む
。
当
該
価
額
が
不
明
で
あ
り
、
か
つ
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
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き
な
い
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
当
該
非
原
産
材
料
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
最
初
に
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
価
額
を
用
い
る
。

２

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
式
を
適
用
す
る
。

Ｖ
Ｎ
Ｍ

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ

（％

）
＝

×
１
０
０

(a)

Ｅ
Ｘ
Ｗ

Ｆ
Ｏ
Ｂ
－
Ｖ
Ｎ
Ｍ

Ｒ
Ｖ
Ｃ

（％

）
＝

×
１
０
０

(b)

Ｆ
Ｏ
Ｂ

注
釈
五

附
属
書
三－

Ｂ
第
五
部
か
ら
第
七
部
ま
で
に
規
定
す
る
工
程
の
定
義

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、

「
生
物
工
学
的
工
程
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(a)

微
生
物
（
細
菌
、
ウ
イ
ル
ス
（
フ
ァ
ー
ジ
を
含
む
。
）
等
）
又
は
人
、
動
物
若
し
く
は
植
物
の
細
胞
の
生
物
学
的
又

(i)
は
生
物
工
学
的
な
培
養
（
細
胞
培
養
を
含
む
。
）
、
交
配
又
は
遺
伝
子
の
改
変
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細
胞
構
造
若
し
く
は
細
胞
間
構
造
の
生
成
、
単
離
若
し
く
は
精
製
（
例
え
ば
、
単
離
さ
れ
た
遺
伝
子
、
遺
伝
子
断
片

(ii)
及
び
プ
ラ
ス
ミ
ド
）
又
は
発
酵

「
粒
径
の
変
更
」
と
は
、
産
品
の
粒
径
の
意
図
的
な
か
つ
制
御
さ
れ
た
改
変
（
破
砕
又
は
圧
縮
の
み
に
よ
る
も
の
を
除

(b)
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
産
品
の
用
途
に
関
係
す
る
特
定
の
粒
径
、
粒
径
分
布
又
は
表
面
積

を
有
し
、
及
び
投
入
さ
れ
た
材
料
と
異
な
る
物
理
的
又
は
化
学
的
特
徴
を
有
す
る
産
品
を
生
ず
る
も
の
を
い
う
。

「
化
学
反
応
」
と
は
、
分
子
内
の
結
合
を
切
断
し
、
か
つ
、
新
た
な
分
子
内
の
結
合
を
形
成
す
る
こ
と
又
は
分
子
内
の

(c)
原
子
の
空
間
的
配
列
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
構
造
を
有
す
る
分
子
を
生
ず
る
工
程
（
生
化
学
的
な
も
の
を
含

む
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
定
義
の
適
用
上
、
次
の
工
程
は
、
化
学
反
応
と
は
み
な
さ
な
い
。

水
そ
の
他
の
溶
媒
へ
の
溶
解

(i)

溶
媒
（
溶
媒
水
を
含
む
。
）
の
除
去

(ii)

結
晶
水
の
追
加
又
は
除
去

(iii)
「
蒸
留
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(d)

常
圧
蒸
留
（
蒸
留
塔
に
お
い
て
石
油
を
石
油
留
分
に
分
離
す
る
工
程
で
あ
っ
て
、
沸
点
に
応
じ
て
異
な
る
石
油
留
分

(i)
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に
分
離
液
化
す
る
も
の
）
。
石
油
の
蒸
留
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
産
品
に
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
、
ナ
フ
サ
、
ガ
ソ
リ
ン
、

灯
油
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
油
又
は
暖
房
油
、
軽
質
の
軽
油
及
び
潤
滑
油
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

減
圧
蒸
留
（
常
圧
よ
り
も
低
い
気
圧
で
行
わ
れ
る
蒸
留
（
分
子
蒸
留
に
分
類
さ
れ
る
低
圧
で
行
わ
れ
る
も
の
を
除

(ii)
く
。
）
）
。
減
圧
蒸
留
は
、
軽
質
か
ら
重
質
ま
で
の
減
圧
軽
油
及
び
残
渣
油
を
生
産
す
る
た
め
、
沸
点
が
高
く
、
か

さ

つ
、
熱
に
反
応
し
や
す
い
材
料
（
石
油
に
含
ま
れ
る
重
質
留
分
等
）
の
蒸
留
に
使
用
さ
れ
る
。

「
異
性
体
分
離
」
と
は
、
異
性
体
の
混
合
物
か
ら
の
異
性
体
の
単
離
又
は
分
離
を
い
う
。

(e)

「
混
合
及
び
調
合
」
と
は
、
専
ら
所
定
の
仕
様
と
合
致
さ
せ
る
た
め
の
材
料
の
意
図
的
な
か
つ
比
例
し
て
制
御
さ
れ
た

(f)
混
合
又
は
調
合
（
分
散
を
含
み
、
希
釈
剤
の
添
加
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
産
品
の
用
途
に
関
係

し
、
及
び
投
入
さ
れ
た
材
料
と
異
な
る
物
理
的
又
は
化
学
的
特
徴
を
有
す
る
産
品
の
生
産
が
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。

「
標
準
物
質
の
生
産
」
（
標
準
溶
液
の
生
産
を
含
む
。
）
と
は
、
分
析
、
校
正
又
は
参
照
の
た
め
の
使
用
に
適
す
る
調

(g)
製
品
で
あ
っ
て
、
正
確
な
純
度
又
は
比
率
を
有
す
る
も
の
と
し
て
製
造
者
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
も
の
の
生
産
を
い
う
。

「
精
製
」
と
は
、
存
在
す
る
不
純
物
の
含
有
量
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
除
去
を
も
た
ら
す
工
程
を
い
う
。

(h)

注
釈
六

附
属
書
三－

Ｂ
第
十
一
部
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
定
義

951



品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、

「
人
造
繊
維
の
短
繊
維
」
と
は
、
第
五
五
・
〇
一
項
か
ら
第
五
五
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
合
成
繊
維
又
は
再
生
繊
維

(a)
若
し
く
は
半
合
成
繊
維
の
長
繊
維
の
ト
ウ
、
短
繊
維
又
は
く
ず
を
い
う
。

「
天
然
繊
維
」
と
は
、
合
成
繊
維
並
び
に
再
生
繊
維
及
び
半
合
成
繊
維
以
外
の
繊
維
を
い
う
。
天
然
繊
維
（
そ
の
く
ず

(b)
を
含
む
。
）
の
使
用
は
、
紡
績
を
行
う
前
の
段
階
に
限
る
も
の
と
し
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
カ
ー

ド
、
コ
ー
ム
そ
の
他
の
加
工
を
し
た
繊
維
で
あ
っ
て
紡
績
を
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。

「
天
然
繊
維
」
に
は
、
第
〇
五
・
一
一
項
の
馬
毛
、
第
五
〇
・
〇
二
項
及
び
第
五
〇
・
〇
三
項
の
絹
、
第
五
一
・
〇
一

項
か
ら
第
五
一
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
羊
毛
の
繊
維
及
び
繊
獣
毛
又
は
粗
獣
毛
、
第
五
二
・
〇
一
項
か
ら
第
五
二
・
〇

三
項
ま
で
の
各
項
の
綿
の
繊
維
並
び
に
第
五
三
・
〇
一
項
か
ら
第
五
三
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
そ
の
他
の
植
物
性
繊
維

を
含
む
。

「
な
せ
ん
」
と
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
、
ロ
ー
ラ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
又
は
転
写
の
技
術
を
用
い
て
、
紡
織
用
繊
維
の
基
材
に
対

(c)
し
て
客
観
的
に
評
価
さ
れ
る
機
能
（
色
、
デ
ザ
イ
ン
、
技
術
的
性
能
等
）
を
恒
久
的
性
質
と
し
て
与
え
る
技
術
を
い
う
。

「
な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
」
と
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
、
ロ
ー
ラ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
又
は
転
写
の
技
術
を
少
な
く
と
も
二
の

(d)
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準
備
又
は
仕
上
げ
の
工
程
（
精
練
、
漂
白
、
マ
ー
セ
ラ
イ
ズ
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
起
毛
、
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、
防

縮
加
工
、
永
久
加
工
、
デ
カ
タ
イ
ジ
ン
グ
（
蒸
じ
ゅ
う
）
、
染
み
込
ま
せ
、
補
修
、
シ
ャ
リ
ン
グ
（
剪
毛
）
、
毛
焼
き
、

せ
ん

エ
ア
ー
・
タ
ン
ブ
ラ
ー
加
工
、
乾
燥
幅
出
し
機
に
よ
る
加
工
、
縮
じ
ゅ
う
、
蒸
気
に
よ
る
収
縮
加
工
、
ウ
ェ
ッ
ト
デ
カ
タ

イ
ジ
ン
グ
（
煮
じ
ゅ
う
）
等
）
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
て
、
紡
織
用
繊
維
の
基
材
に
対
し
て
客
観
的
に
評
価
さ
れ
る
機
能

（
色
、
デ
ザ
イ
ン
、
技
術
的
性
能
等
）
を
恒
久
的
性
質
と
し
て
与
え
る
技
術
を
い
う
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ

れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

注
釈
七

二
以
上
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
を
含
む
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
許
容
限
度

１

こ
の
注
釈
の
適
用
上
、
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

絹

(a)

羊
毛

(b)

粗
獣
毛

(c)

繊
獣
毛

(d)
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馬
毛

(e)

綿

(f)

製
紙
用
原
料
及
び
紙

(g)

亜
麻

(h)

大
麻

(i)

ジ
ュ
ー
ト
そ
の
他
の
紡
織
用
靱
皮
繊
維

じ
ん

(j)

サ
イ
ザ
ル
そ
の
他
の
ア
ゲ
ー
ブ
属
の
紡
織
用
繊
維

(k)

コ
コ
や
し
、
ア
バ
カ
、
ラ
ミ
ー
そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維

(l)

人
造
繊
維
の
長
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(m)

人
造
繊
維
の
長
繊
維
（
再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(n)

導
電
性
の
長
繊
維

(o)

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(p)

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(q)
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ポ
リ
ア
ミ
ド
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(r)

ポ
リ
ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(s)

ポ
リ
イ
ミ
ド
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(t)

ポ
リ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(u)

ポ
リ
フ
ェ
ニ
レ
ン
硫
化
物
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(v)

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(w)

そ
の
他
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(x)

ビ
ス
コ
ー
ス
レ
ー
ヨ
ン
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(y)

そ
の
他
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(z)

ポ
リ
エ
ー
テ
ル
の
柔
軟
な
セ
グ
メ
ン
ト
に
よ
り
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
に
よ
り
製
造
し
た
糸
（
ジ
ン
プ

(aa)
ヤ
ー
ン
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
柔
軟
な
セ
グ
メ
ン
ト
に
よ
り
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
に
よ
り
製
造
し
た
糸
（
ジ
ン
プ

(bb)
ヤ
ー
ン
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
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ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
は
く
の
芯
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
芯
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
粉
を
塗
布
し
た
も
の
で
あ
る
か

(cc)
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
か
ら
成
る
ス
ト
リ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
幅
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
透
明
な
又

は
着
色
し
た
接
着
剤
を
用
い
て
二
層
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
間
に
挟
ま
れ
た
も
の
を
組
み
込
ん
だ
第
五
六
・
〇
五

項
（
金
属
を
交
え
た
糸
）
の
産
品

第
五
六
・
〇
五
項
の
そ
の
他
の
産
品

(dd)

ガ
ラ
ス
繊
維

(ee)

金
属
繊
維

(ff)
２

産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
で
あ
る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ｂ
に
お
い
て
こ

の
注
釈
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
同
附
属
書
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
は
、
許
容
限
度
と
し
て
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
次

の

及
び

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

(a)

(b)

産
品
が
二
以
上
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
を
含
む
こ
と
。

(a)

非
原
産
で
あ
る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
の
総
重
量
が
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
の
重

(b)
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。
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例
え
ば
、
第
五
一
・
〇
七
項
の
羊
毛
製
の
毛
糸
、
第
五
五
・
〇
九
項
の
合
成
繊
維
の
短
繊
維
の
糸
及
び
基
本
的
な
紡
織
用
繊

維
以
外
の
材
料
を
含
む
第
五
一
・
一
二
項
の
羊
毛
製
の
毛
織
物
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
を
満

た
さ
な
い
非
原
産
で
あ
る
羊
毛
製
の
毛
糸
若
し
く
は
合
成
繊
維
の
短
繊
維
の
糸
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
を
、
こ
れ
ら
の
総
重

量
が
全
て
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
の
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

２

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
ポ
リ
エ
ー
テ
ル
の
柔
軟
な
セ
グ
メ
ン
ト
に
よ
り
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

(b)

に
よ
り
製
造
し
た
糸
（
ジ
ン
プ
ヤ
ー
ン
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
」
を
含
む
産
品
に
つ
い
て
は
、
許
容
限
度
の
最

大
限
の
割
合
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
非
原
産
で
あ
る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
は
、
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４

２

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
は
く
の
芯
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
芯
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の

(b)

粉
を
塗
布
し
た
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
か
ら
成
る
ス
ト
リ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
幅
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
の
う
ち
、
透
明
な
又
は
着
色
し
た
接
着
剤
を
用
い
て
二
層
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
間
に
挟
ま
れ
た
も
の
」
を

含
む
産
品
に
つ
い
て
は
、
許
容
限
度
の
最
大
限
の
割
合
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
非
原
産
で
あ
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る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

５

第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
及
び
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
に
つ

い
て
は
、
非
原
産
で
あ
る
人
造
繊
維
を
天
然
繊
維
の
紡
績
の
工
程
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
人

造
繊
維
の
総
重
量
が
産
品
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

注
釈
八

特
定
の
紡
織
用
繊
維
を
用
い
た
産
品
に
適
用
さ
れ
る
他
の
許
容
限
度

１

紡
織
用
繊
維
を
用
い
た
産
品
の
製
造
に
当
た
り
、
附
属
書
三－

Ｂ
に
お
い
て
こ
の
注
釈
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
同
附
属

書
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
非
原
産
で
あ
る
紡
織
用
繊
維
（
裏
地
及
び
芯
地
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
非
原
産
で
あ
る
紡
織
用
繊
維
が
当
該
産
品
が
該
当
す
る
項
以
外
の
項
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
及
び
当

該
非
原
産
で
あ
る
紡
織
用
繊
維
の
価
額
の
総
額
が
当
該
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を

条
件
と
す
る
。

２

第
六
一
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該

産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す

る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該
構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に
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定
め
る
生
産
工
程
の
要
件
又
は
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
が
非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
か
ら
成
る
場
合
に

は
、
非
原
産
材
料
の
価
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
な
い
非
原
産
材
料

の
価
額
を
考
慮
す
る
。
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